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（目 的） 

第１条  木材需要の大部分を占める住宅建築における岐阜県産材（以下「県産材」という。）

の利用を拡大することを目的として、岐阜証明材推進制度実施要領（平成１９年１月２４

日付け県流第４６３号林政部長通知）により産地及び合法性が証明された木材（以下「ぎ

ふ証明材」という。）、ぎふ性能表示材推進制度実施要領（平成２２年６月１１日ぎふ性

能表示材認証センター施行）により認証された木材（以下「ぎふ性能表示材」という。）

又はＪＡＳ（日本農林規格）製品を構造材又は内装材に一定量以上使用した住宅の建築主

に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。その取扱いは岐阜県補助金

等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号。以下「規則」という。）及び岐阜県森林・林

業対策事業補助金交付要綱（平成１８年４月１日付け林第７号林政部長通知。以下「要綱」

という。）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 



 

（定 義） 

第２条  この要領において次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）申請住宅 

補助金の交付を受ける対象として申請する住宅 

（２）補助住宅 

補助金の交付を受ける対象となった住宅 

（３）構造材 

土台、束、大引き、柱、梁、桁、胴差し、母屋、棟木、隅木、方づえ、火打ちに使

用される部材 

（４）県内リノベーションタイプにおいて補助対象とする部材（以下「準構造材」という。） 

間柱、筋かい 

（５）内装材 

住宅内部の床面、壁面及び天井面に内装仕上げとして使用される部材 

（造り付けの棚・家具類を除く） 

（６）工事完了日 

建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０１号）第７条第１項又は第７条の２

第１項に定める検査が必要な住宅については、同法第７条第５項又は第７条の２第

５項に定める検査済証の交付日とする。同法第７条第１項又は第７条の２第１項の

検査が不要な住宅については、申請住宅の施工者（以下「施工工務店等」という。）

が作成する工事完了日を明記する書類（例：工事完了報告書(様式第６号)、工事完

了引渡証明書等）に記載する工事完了日とする。 

 

（補助事業者等の要件） 

第３条  補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号のすべてに該当

する申請住宅の建築主とする。 

（１）県が実施する構造材、準構造材又は内装材に対する他の補助金、利子補給及び産直住

宅普及活動支援事業補助金を受けない住宅（ただし、岐阜県住宅リフォーム支援事業

費補助金の交付を受ける住宅で、当該補助金の交付の対象となる経費から、ぎふの木

で家づくり支援事業費補助金の額を減額するもの及び岐阜県空き家総合整備事業費

補助金を活用して市町村が実施する空き家の改修に係る補助金の交付を受ける住宅

で、当該補助金の交付の対象となる経費から、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金

の補助対象経費を減額するものについては、県が実施する構造材、準構造材又は内装

材に対する他の補助金を受けない住宅とみなす。） 

（２）別表１のいずれかの要件に該当する住宅 

２ 施工工務店等は、次の各号のすべてに該当する者とする。 

（１）県内に事業所(本店、支店又は営業所)を有する者 

（２）ぎふの木で家づくり協力工務店である者又は当事業実施後にぎふの木で家づくり協

力工務店の認定を受ける者 

３ 別表１に規定する構造材について、丸太梁等、ぎふ性能表示材又はＪＡＳ製品の対象と

ならない形状又は規格による場合は、ぎふ証明材の使用をもって、ぎふ性能表示材の使用

とみなすことができる。 



 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表２のとおりとする。 

 

（申請住宅の申請枠登録の申込） 

第５条 別表１の県内新築タイプ又は県外新築タイプの補助金の交付を受けようとする者

は、申請住宅にかかる建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項に定める確認済証の

交付日（同法第６条の申請が不要な申請住宅については、建築基準法第１５条第１項に定

める建築工事届の届出日）から工事完了日までの間に、申請住宅の申請枠の登録（以下「申

請枠登録」という。）を申込むことができる。 

２ 申請枠登録を希望する者は、補助住宅申請枠登録申込書（様式第１号）（以下「申請枠

登録申込書」という。）に別表３に定める書類を添付し、知事に提出するものとする。た

だし、申請住宅が県内新築タイプに該当する場合は、申請住宅の建築場所を所管する農林

事務所長（以下「所長」という。）を経由するものとする。 

３ 申請枠登録の受付期間は、当該年度の４月１５日（閉庁日の場合はその直後の開庁日）

から９月３０日（閉庁日の場合はその直前の開庁日）までとする。なお、郵送による送付

の場合は４月１５日（閉庁日の場合はその直後の開庁日）以降９月３０日（閉庁日の場合

はその直前の開庁日）までに到着したものを受け付ける。 

４ 知事又は所長は、第２項により提出された申請枠登録申込書及び添付資料に不備がない

と判断したときは、当該申請枠登録申込書に受付番号と受付年月日を記入し、収受印を押

して、写しを申込者に交付するものとする。 

５ 所長は、受け付しけた申請枠登録申込書の内容を記入した申請者管理表（様式第７号）

を翌日までに県産材流通課長（以下「課長」という。）へ提出するとともに、すみやかに

申請枠登録申込書を課長へ提出するものとする。 

 

（補助住宅の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、工事完了日から

起算し９０日以内（工事完了日から起算して９０日目が閉庁日の場合はその直前の開庁日）

に、補助住宅申込書兼補助金交付申請書（様式第２号の１、２、３又は４）（以下「交付

申請書」という。）に別表４に定める書類を添付し、知事に提出しなければならない。た

だし、申請住宅が県内新築タイプ、県内リノベーションタイプ又は県内改修タイプに該当

する場合は、所長を経由するものとする。 

２ 交付申請の受付期間は、当該年度の４月１５日（閉庁日の場合はその直後の開庁日）か

ら１月３１日（閉庁日の場合はその直後の開庁日）までとする。なお、郵送の場合は４月

１５日（閉庁日の場合はその直後の開庁日）以降１月３１日（閉庁日の場合はその直後の

開庁日）までに到着したものを受け付ける。 

３ 知事又は所長は、第１項により提出された交付申請書及び添付資料に不備がないと判断

したときは、当該交付申請書に受付番号と受付年月日を記入し、収受印を押して、写しを

申請者に交付するものとする。ただし、前条第４項で受け付けた申請枠登録申込書の申請

住宅の交付申請書の受付番号は、同項の受付番号と同じ番号とする。 

４ 所長は、受け付けた交付申請書の内容を記入した申請者管理表（様式第７号）を翌日ま

でに課長へ報告するものとする。 



 

（補助の対象とする住宅の選定） 

第７条 申請枠登録申込書及び交付申請書（以下「申請書等」という。）は別に定める補助

予定棟数及び予算の範囲内で受け付けるものとする。なお、申請書等の受付件数の総数が

補助予定棟数又は予算の上限に到達した場合は、補助予定棟数又は予算の上限に到達した

日に受け付けたすべての申請書等の中から抽選で補助の対象とする住宅を選定するものと

する。 

２ 県内新築タイプ、県内リノベーションタイプ及び県内改修タイプ申込者が工事完了時に

県外に居住、又は申込年度の４月１日から遡り３年前の４月１日以降に県外から県内に転

入した場合は、移住定住枠に申し込めるものとし、移住定住枠への申し込みのある申請書

等は、別に定める移住定住枠数の範囲内で優先的に補助の対象とする住宅として選定する

ものとする。 

 

（申請内容等の変更） 

第８条 申請者は、申請書等の提出後、内容に変更があった場合は、申請書等の提出先に補

助住宅内容変更届（様式第８号）（以下「変更届」という。）を提出し、知事の補助条件

の確認を受けなければならない。ただし、申請枠登録申込書の内容の変更で、補助金申請

額が増とならないものについては、この限りでない。 

２ 前項ただし書きの規定にかかわらず、国が実施する構造材又は内装材に対する他の補助

金又は利子補給（以下「国補助金等」という。）との併用の有無が変更となる場合は、変

更届を提出するものとする。 

３ 申請者は、申請住宅が補助条件を満たさなくなった場合は、申請書等の提出先に補助住

宅申請取り下げ書（様式第９号）を提出するものとする。 

 

（事業内容の確認） 

第９条 知事又は所長は、第６条第４項に定める交付申請書の受付後、ぎふの木で家づくり

支援事業費補助金確認要領（平成１９年３月２３日付け県流第５０９号林政部長通知。以

下「確認要領」という。）により書類確認及び必要に応じて現地確認を行うものとする。 

２ 申請者又は施工工務店等は現地確認に立ち会うものとする。 

３ 所長は、第１項の確認後、交付申請書及び確認要領による確認調書の写しを課長に提出

するものとする。 

 

（補助住宅の採択等） 

第１０条 知事は、前条の事業確認の結果、補助住宅として適当であると認められる申請住

宅を補助住宅と決定するものとする。 

２ 前項により決定した補助住宅の補助事業者に対し、知事は、規則第５条第１項及び第１

４条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を通知（様式第１０号）するものとする。 

３ 知事は、補助住宅として採択されなかった申請者に対して、補助住宅の不採択を通知（様

式第１１号）するものとする。 

４ 課長は、前各項の規定による補助住宅採択結果を所長に通知（様式第１２号）するもの

とする。 

  



（補助金の請求・支払） 

第１１条 補助事業者は、前条第２項の交付決定及び額の確定の通知を受けた場合、別に定

める期日までに補助金交付請求書（様式第１４号）を知事に提出するものとする。 

２ 知事は、補助事業者から前項の補助金交付請求書の提出があった場合、受け付しけた日

から１５日以内に補助金を交付するものとする。 

 

（補助金の交付決定の取り消し及び返還） 

第１２条 補助事業者が提出した書類に虚偽の事項を記載した場合又は補助金の交付に関

し、不正な行為があった場合、知事は、補助金の交付決定の取り消し、又は交付した補助

金の返還を命ずることができる。 

２ 前項の処分に関して補助金の返還を命じられた補助事業者は、規則の定めるところによ

り返還しなければならない。 

 

（その他） 

第１３条 申請者及び補助事業者は当該事業の遂行にあたり岐阜県に全面的に協力するもの

とする。 

２ 補助金の交付を受けた者は、県産材の利用拡大のため、県からの県産材や木造住宅に関

するアンケートの実施、又は補助住宅に関する情報提供等に協力するものとする。 

３ この要領に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は別に定める。 

 

 附 則 （平成１９年３月２３日 県流第５０８号部長通知） 

１ この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

 附 則 （平成２０年３月１１日 県流第５７７号改正） 

１ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則  （平成２０年８月１日県流第２６８号） 

１  この要領は平成２０年度事業から適用する。 

附 則 （平成２１年３月２６日 県流第６０４号改正） 

１ この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附 則 （平成２２年３月２９日 県流第６２８号改正） 

１ この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 （平成２３年３月２２日 県流第８１９号改正） 

１ この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

 附 則 （平成２４年３月２９日 県流第７０９号改正） 

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２５年３月２８日 県流第６４０号改正） 

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２５年５月２３日 県流第１２４号改正） 

１ この要領は、平成２５年５月２３日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２０日県流第７０２号改正） 

１ この要領は平成２６年４月１日から施行する 

附 則 （平成２６年１０月３日 県流第３７５号改正） 

１ この要領は、平成２６年１１月４日から施行する。 



附 則 （平成２７年３月２０日 県流第６３１号改正） 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２７年１２月１０日 県流第５９１号改正） 

１ この要領は、平成２７年１２月１０日から施行する。  

附 則 （平成２８年３月２５日 県流第９１３号改正） 

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２９年３月２３日 県流第７３１号改正） 

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 （平成３０年３月２７日 県流第９１７号改正） 

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 （平成３０年４月４日 県流第１６号改正） 

１ この要領は、平成３０年４月４日から施行する。 

附 則 （平成３０年５月１５日 県流第１３５号改正） 

１ この要領は、平成３０年５月１５日から施行し、平成３０年度申請分から適用する。 

附 則 （平成３１年３月２２日 県流第８４０号改正） 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 （令和２年３月２３日 県流第７４２号改正） 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 （令和２年６月２６日 県流第１９９号改正） 

１ この要領は、令和２年７月９日から施行する。 

附 則 （令和３年３月２４日 県流第８０９号改正） 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 附 則 （令和４年３月２８日 県流第６４８号改正） 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則 （令和５年３月２２日 県流第８４３号改正） 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 附 則 （令和５年４月１０日 県流第１８号改正） 

１ この要領は、令和５年４月１０日から施行する。 

２ この要領による改正後の様式第１号、様式第２号の１、様式第２号の２、様式第２号の３

及び様式第４号については、令和５年４月２８日までの間なお従前の様式によることができ

る。 

 附 則 （令和６年３月２９日 県流第７６６号改正） 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 附 則 （令和７年３月２４日 県流第７９２号改正） 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 附 則 （令和８年３月３１日 県流第７８６号改正） 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 



別表１（第３条関連）申請住宅の要件 

申請住宅は、次のいずれかに該当するものとする。 

県内新築タイプ 次のすべての条件に該当することとする。 

①自ら又は家族が居住するため県内に新築等※1をする木造住宅※2 

②「ぎふ性能表示材」又は「ぎふ証明材かつＪＡＳ製品※3」（以下「性

能表示材等」という。」）を構造材に８０％以上使用する住宅 

県外新築タイプ 次のすべての条件に該当することとする。 

①自ら又は家族が居住するため県外に新築等※1をする木造住宅※2 

②性能表示材等を構造材に８０％以上使用する住宅 

③補助住宅に申込をした年度の３月１５日（閉庁日の場合はその直前の

開庁日）までに施工工務店等が完成見学会等（以下「見学会」という。）

又は施工工務店等が管理するホームページ若しくはソーシャルメディ

ア等を活用した広報（以下「広報」という。）により、岐阜県産材のＰ

Ｒを実施する住宅 

県内リノベーシ

ョンタイプ 

次のすべての条件に該当することとする。 

①県内の、自ら又は家族が居住する住宅※2 

②構造材に「ぎふ性能表示材」又は「ぎふ証明材かつＪＡＳ製品※3」を

使用、もしくは準構造材に「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」を使

用してリノベーション※４を行う住宅 

県内改修タイプ 次のすべての条件に該当することとする。 

①県内の、自ら又は家族が居住する住宅※2 

②内装材に「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」を２０ｍ2 以上使用して

内装木質化工事を行う住宅 

 

※１ 新築等 住宅の建築、既存住宅への増築及び居住の用に供されたことのない新たに建築され

た住宅の購入をいう。 

※２ 住宅  賃貸及び販売等営利を目的とするものを除く。 

※３ 対象となるＪＡＳ製品 

部材名 ＪＡＳ製品の区分 

構造材（横架材） 

※準構造材を含む 

機械等級区分構造用製材，構造用集成材 

構造材（横架材以外） 

※準構造材を含む 

機械等級区分構造用製材， 

人工乾燥構造用製材，構造用集成材 

内装材 人工乾燥造作用製材，造作用集成材 

※４ リノベーション 住宅の修繕又は模様替えをいう。 



別表２（第４条関連）補助金額 

補助金額は、次のとおりとし、千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。ただし、申請住宅が当該補助金とは別に国補助金等の交付を受ける場合、この表に

掲げる額に１００分の５５を乗じて得た額を補助金額とし、千円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。 

タイプ別 条件 
１棟あたりの 

補助金額 

県内新築 

タイプ 

（補助金額） 

構造材と内装材の県産材使用量に応じて、①又は①と②の合計額

を助成 

（上限３００，０００円、下限１５０，０００円） 

 

①構造材 

性能表示材等の使用量（ｍ3）×２万円／ｍ3 

②内装材 

ぎふ証明材及び性能表示材等の使用量（ｍ2）×２千円／ｍ2 

 

（内装材の性能表示材等加算） 

内装材に性能表示材等を使用した場合、下記金額を加算 

（上限２０，０００円） 

 

・内装材 

性能表示材等の使用量（ｍ2）×４００円／ｍ2 

上限 ３２０，０００円 

下限 １５０，０００円 

 

 

国補助金等との併用あり 

（補助金額×０．５５） 

上限 １７６，０００円 

下限  ８２，０００円 

県外新築 

タイプ 

（補助金額） 

構造材と内装材の県産材使用量に応じて、①又は①と②の合計額

を助成 

（上限２００，０００円、下限１５０，０００円） 

 

①構造材 

性能表示材等の使用量（ｍ3）×２万円／ｍ3 

②内装材 

ぎふ証明材及び性能表示材等の使用量（ｍ2）×２千円／ｍ2 

上限 ２００，０００円 

下限 １５０，０００円 

 

 

国補助金等との併用あり 

（補助金額×０．５５） 

上限 １１０，０００円 

下限  ８２，０００円 

県内リノ

ベーショ

ンタイプ 

（補助金額） 

構造材、準構造材及び内装材の県産材使用量に応じて、①、②、

①と②、①と③、②と③又は①と②と③の額を助成 

（上限１４０，０００円、下限４０，０００円） 

 

①構造材 

性能表示材等の使用量（ｍ3）×２万円／ｍ3 

②準構造材 

ぎふ証明材、性能表示材等の使用量（ｍ3）×２万円／ｍ3 

③内装材 

ぎふ証明材、性能表示材等の使用量（ｍ2）×２千円／ｍ2 

 

（内装材の性能表示材等加算） 

内装材に性能表示材等を使用した場合、下記金額を加算 

（上限２０，０００円） 

・内装材 

性能表示材等の使用量（ｍ2）×４００円／ｍ2 

上限 １６０，０００円 

下限  ４０，０００円 

 

 

国補助金等との併用あり 

（補助金額×０．５５） 

上限  ８８，０００円 

下限  ２２，０００円 



県内改修 

タイプ 

（補助金額） 

内装材の内装材の県産材使用量に応じて、①の額を助成 

（上限１４０，０００円、下限４０，０００円） 

①内装材 

ぎふ証明材、性能表示材等の使用量（ｍ2）×２千円／ｍ2 

 

（内装材の性能表示材等加算） 

内装材に性能表示材等を使用した場合、下記金額を加算 

（上限２０，０００円） 

・内装材 

性能表示材等の使用量（ｍ2）×４００円／ｍ2 

上限 １６０，０００円 

下限  ４０，０００円 

 

 

国補助金等との併用あり 

（補助金額×０．５５） 

上限  ８８，０００円 

下限  ２２，０００円 

 



別表３（第５条関連）申請枠登録申込書の添付書類 

申請枠登録申込書（様式第１号）には次の書類を添付するものとする。 

① （建築基準法第６条第１項に基づく申請が必要な住宅） 

 同項の規定による確認申請書（第一面から第四面）及び確認済証若しくは同法第６条

の２第１項の規定による確認済証の写し 

（上記以外の住宅） 

 建築基準法第１５条第１項の規定による建築工事届の写し 

② 建築場所を示した位置図 

③ 各階の平面図（内装材条件に該当する場合は、設置予定箇所を平面図・展開図等への色

付け等により示すこと） 

④ 移住定住枠に申し込む場合 

・県内新築タイプ申込者が工事完了時に県外に居住、又は申込年度の４月１日から遡り

３年前の４月 1日以降に県外から県内に転入した場合で、①により県内へ転入前の住

所が確認できない場合は、県内へ転入前の住所が確認できる書類（住民票、運転免許

証等の写し） 

 



別表４（第６条関連）補助住宅申込書兼補助金交付申請書の添付書類 

（県内新築タイプ） 

補助住宅申込書兼補助金交付申請書（県内）（様式第２号の１）には次の書類を添付する

ものとする。なお、第５条に定める申請枠登録の申込時から申請内容に変更がない場合、次

の①確認申請書及び確認済証の写し又は建築工事届の写し、②位置図、③平面図、⑨県内へ

転入前の住所が確認できる書類は提出不要とする。 

① （建築基準法第６条第１項に基づく申請が必要な住宅） 

同項の規定による確認申請書（第一面から第四面）及び確認済証若しくは同法第６条

の２第１項の規定による確認済証の写し 

（上記以外の住宅） 

建築基準法第１５条第１項の規定による建築工事届の写し 

② 建築場所を示した位置図 

③ 各階の平面図 

④ 木材使用量計算書（様式第３号） 

⑤  木材使用量計算書に記載された全ての構造材の使用が確認できる書類及び「性能表示材

等」であることを証明する書類（例：納品書、出荷証明書等） 

⑥ ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書（様式第５号） 

⑦ 工事完了日が確認できる書類 

（建築基準法第７条第１項又は第７条の２第 1項の検査が必要な住宅） 

同法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の写し 

（上記以外の住宅） 

工事完了日が記載された書類 

（例：工事完了報告書(様式第６号)、工事完了引渡証明書の写し等） 

⑧ 申請住宅が分譲住宅又は建売住宅の場合、売買契約書の写し 

⑨ 振込先口座が確認できる通帳等の写し（表紙と表紙の裏などで、名義名「カタカナ」、

口座番号、発行支店名等が分かるページ） 

⑩ 振込先口座の名義が申請者と異なる場合、委任状（任意様式） 

⑪ 移住定住枠に申し込む場合 

・県内新築タイプ申請者が工事完了時に県外に居住、又は申込年度の４月１日から遡り

３年前の４月 1日以降に県外から県内に転入した場合で、①により県内へ転入前の住

所が確認できない場合は、県内へ転入前の住所が確認できる書類（住民票、運転免許

証等の写し） 

以下、内装材を補助金の対象として申請する場合のみ添付 

⑫ 内装材使用面積計算書（様式第４号） 

⑬ 内装木質化した箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、その寸法及び面積計

算式（芯々で計算）等を記載したもの 

⑭ 使用した木材が「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」であることを証明する書類（例：

納品書、出荷証明書等） 

 



（県外新築タイプ） 

補助住宅申込書兼補助金交付申請書（県外）（様式第２号の２）には次の書類を添付する

ものとする。なお、第５条に定める申請枠登録の申込時から申請内容に変更がない場合、次

の①確認申請書及び確認済証の写し又は建築工事届の写し、②位置図、③平面図は提出不要

とする。 

① （建築基準法第６条第１項に基づく申請が必要な住宅） 

同項の規定による確認申請書（第一面から第四面）及び確認済証若しくは同法第６条の

２第１項の規定による確認済証の写し 

（上記以外の住宅） 

建築基準法第１５条第１項の規定による建築工事届の写し 

② 建築場所を示した位置図 

③ 各階の平面図 

④ 木材使用量計算書（様式第３号） 

⑤ 木材使用量計算書に記載された全ての構造材の使用が確認できる書類及び「性能表示材

等」であることを証明する書類（例：納品書、出荷証明書等） 

⑥ ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書（様式第５号） 

⑦ 工事完了日が確認できる書類 

（建築基準法第７条第１項又は第７条の２第 1項の検査が必要な住宅） 

同法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の写し 

（上記以外の住宅） 

工事完了日が記載された書類（例：工事完了報告書(様式第６号)、工事完了引渡証明書

の写し等） 

⑧ 申請住宅が分譲住宅又は建売住宅の場合、売買契約書の写し 

⑨ 振込先口座が確認できる通帳等の写し（表紙と表紙の裏などで、名義名「カタカナ」、口

座番号、発行支店名等が分かるページ） 

⑩ 振込先口座の名義が申請者と異なる場合、委任状（任意様式） 

⑪ （見学会又は広報を実施済みの場合） 

見学会実施報告書（様式第１３号の１）又は広報実施報告書（様式第１３号の２） 

（見学会又は広報が未実施である場合）※ 

見学会実施計画及び誓約書（様式第１３号の１）又は広報実施計画及び誓約書（様式１

３号の２） 

以下、内装材を補助金の対象として申請する場合のみ添付 

⑫ 内装材使用面積計算書（様式第４号） 

⑬ 内装木質化した箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、その寸法及び面積計算

式（芯々で計算）等を記載したもの 

⑭ 内装材が「ぎふ証明材」であることを証明する書類 

（例：納品書、出荷証明書等） 

※見学会又は広報の実施後、当該年度の３月１５日（閉庁日の場合はその直前の開庁日）まで

に実施報告書（様式第１３号の１又は２）を提出すること。 



（県内リノベーションタイプ） 

補助住宅申込書兼補助金交付申請書（リノベーション）（様式第２号の３）には次の書類

を添付するものとする。 

① 建築基準法第６条第１項に基づく申請が必要な住宅 

・同項の規定による確認申請書（第一面から第四面）及び確認済証若しくは同法第６条

の２第１項の規定による確認済証の写し 

建築基準法第１５条第１項に基づく届け出が必要な住宅 

・同項の規定による建築工事届の写し 

② 建築場所を示した位置図 

③ 木材使用量計算書（様式第３号） 

④ 木材使用量計算書に記載された全ての構造材及び準構造材の使用が確認できる書類、構

造材が「性能表示材等」であることを証明する書類及び準構造材が「ぎふ証明材」又は

「性能表示材等」であることを証明する書類（例：納品書、出荷証明書等） 

⑤ ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書（様式第５号） 

⑥ 工事完了日が確認できる書類 

（建築基準法第７条第１項又は第７条の２第 1項の検査が必要な住宅） 

同法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の写し 

（上記以外の住宅） 

工事完了日が記載された書類（例：工事完了報告書(様式第６号)、工事完了引渡証明

書の写し等） 

⑦ 申請住宅が分譲住宅又は建売住宅の場合、売買契約書の写し 

⑧ 振込先口座が確認できる通帳等の写し（表紙と表紙の裏などで、名義名「カタカナ」、

口座番号、発行支店名等が分かるページ） 

⑨ 振込先口座の名義が申請者と異なる場合、委任状（任意様式） 

⑩ 移住定住枠に申し込む場合 

・県内リノベーションタイプ申請者が工事完了時に県外に居住、又は申込年度の４月１

日から遡り３年前の４月 1 日以降に県外から県内に転入した場合で、①により県内へ

転入前の住所が確認できない場合は、県内へ転入前の住所が確認できる書類（住民票、

運転免許証等の写し） 

⑪ 県が実施する「岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金」を併せて受ける場合 

・「岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金」の申請書の写し及び工事費内訳書の写し 

⑫ 県が実施する「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を活用して市町村が実施する空き

家の改修に係る補助金を併せて受ける場合 

・「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を活用して市町村が実施する空き家の改修に

係る補助金の申請書の写し及び工事費内訳書の写し 

以下、内装材を補助金の対象として申請する場合のみ添付 

⑬ 内装材使用面積計算書（様式第４号） 

⑭ 内装木質化した箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、その寸法及び面積計

算式（芯々で計算）等を記載したもの 

⑮ 使用した木材が「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」であることを証明する書類（例：

納品書、出荷証明書等） 



（県内改修タイプ） 

補助住宅申込書兼補助金交付申請書（改修）（様式第２号の４）には次の書類を添付するも

のとする。 

① 建築基準法第６条第１項に基づく申請が必要な住宅 

・同項の規定による確認申請書（第一面から第四面）及び確認済証若しくは同法第６条の

２第１項の規定による確認済証の写し 

建築基準法第１５条第１項に基づく届け出が必要な住宅 

・同項の規定による建築工事届の写し 

② 施工場所を示した位置図 

③ 内装材使用面積計算書（様式第４号） 

④ 内装木質化した箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、その寸法及び面積計算

式（芯々で計算）等を記載したもの 

⑤ 使用する木材が「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」であることを証明する書類（例：納

品書、出荷証明書等） 

⑥ ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書（様式第５号） 

⑦ 工事完了日が確認できる書類 

（建築基準法第７条第１項又は第７条の２第１項の検査が必要な住宅） 

 同法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の写し 

（上記以外の住宅） 

 工事完了日が記載された書類 

（例：工事完了報告書(様式第６号)、工事完了引渡証明書の写し等） 

⑧ 振込先口座が確認できる通帳等の写し（表紙と表紙の裏などで、名義名「カタカナ」、口

座番号、発行支店名等が分かるページ） 

⑨ 振込先口座の名義が申請者と異なる場合、委任状（任意様式） 

⑩ 移住定住枠に申し込む場合 

・県内改修タイプ申請者が工事完了時に県外に居住、又は申込年度の４月１日から遡り３

年前の４月 1 日以降に県外から県内に転入した場合で、①により県内へ転入前の住所が

確認できない場合は、県内へ転入前の住所が確認できる書類（住民票、運転免許証等の

写し） 

⑪ 県が実施する「岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金」を併せて受ける場合 

・「岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金」の申請書の写し及び工事費内訳書の写し 

⑫ 県が実施する「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を活用して市町村が実施する空き家

の改修に係る補助金を併せて受ける場合 

・「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を活用して市町村が実施する空き家の改修に係

る補助金の申請書の写し及び工事費内訳書の写し 

 



様式第１号（補助住宅申請枠登録申込書） 

 受 付 番 号      枠 

 受付年月日  

ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申請枠登録申込書 

申込日：    年  月  日 

  岐阜県知事 様 
 
 
 
 
 

 【申込者】〒 

住  所 

  

ふりがな 

氏  名 

連絡先(電話番号)  

岐阜県が実施する、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金実施要領（以下「要領」という。）

第５条第２項の規定に基づき、補助住宅申請枠登録を受けたいので、下記のとおり申込みます。 

記 

１ 住宅概要 

建築場所 
    県        市 町 村 

                      

工事完了予定 年    月見込 

住宅の仕様 

木造  □ 平屋建て  □ ２階建て □ ３階建て 

※該当するものに☑をつけてください 

延べ床面積（住宅の部分の面積）     ｍ2 

工事施工者名 

・住所 

・電話番号 

 

 

 

（問い合わせ先） 担当者：         （TEL:    -    -    ） 

２ 申請予定内容 

併用の有無(国補助金等) □ 併用あり  □ 併用なし 

事業タイプ □ 県内新築タイプ  □ 県外新築タイプ 

移住定住枠 
□ 申し込む 

※工事完了時に県外に居住、又は申込年度の４月１日から遡り３年前

の４月１日以降に県外から県内に転入した場合、申し込み可能 

補助金申請額 
※併用なし(⑤＋⑥) 
※併用あり(⑤＋⑥)×0.55 

           円 ※1,000円未満切り捨て 

【内訳】当補助金の交付を受けようとする県産材使用量を記載し、補助金申請額を計算してください。 
①③の数量は小数点以下第４位まで表示(第５位以下四捨五入) 
②④⑥の数量は小数点以下第１位まで表示(第２位以下切り捨て) 
金額は1円未満切り捨て 

項   目 内  容 数量・金額 

①構造材 総使用量（A）   ｍ3 

②構造材 県産材率（B）÷（A） (県産材率80%以上であること)  ％ 

③構造材 性能表示材等使用量(B) ｍ3×20,000円/ｍ3  円 

④内装材 ぎふ証明材使用面積 ｍ2× 2,000円/ｍ2  円 

⑤補助金額 小計③＋④ 
補助金上限額 県内新築300,000円 

県外新築200,000円  円 

⑥内装材性能表示材等加算 
性能表示材等使用面積 
※県内新築タイプのみ対象 

ｍ2×   400円/ｍ2 
※加算額上限20,000円 

 円 

計（⑤＋⑥）  円 



県産材住宅ＰＲ 

実施予定内容 

（県外新築タイプ申込予定者のみ記入） 

□ 構造見学会  □ 完成見学会  □ 広報（ホームページ,ＳＮＳ等） 

実施予定：    年   月 

３ 誓約・同意事項 

【誓約事項】申請枠登録にあたり、下記の事項を誓約します。 
・構造材、内装材に対する県の他の補助金又は利子補給と併用しないことを確認し、誓約します。 

・要領第３条の規定に定められた木材使用量以上県産材を使用することを誓約します。 

・要領第９条の規定により補助金交付申請後に現地確認の対象となった際は、現地確認立会い等県に全面

的に協力することを誓約します。 

・国補助金等との併用の有無に偽りがないこと、また、これに変更があった場合は変更届を提出すること

を確認し、誓約します。 

【同意事項】申請枠登録にあたり、下記の事項に同意します。 

 ・本申請により県が入手する個人情報に関し、本補助事業の目的の範囲内で使用することに同意します。 

＜申込者＞                 

   署名                         

＜添付資料＞ 

①確認申請書（第一面から第四面）及び確認済証の写し（建築確認が必要でない地域は建築工事届の写

し） 

②建築場所を示した位置図 

③各階の平面図（内装材条件に該当する場合は、設置予定箇所を平面図・展開図等への色付け等により

示すこと） 

④県内新築タイプ申込予定者が移住定住枠を申し込む場合、工事完了時に県外に居住、又は申込年度の

４月１日から遡り３年前の４月 1 日以降に県外から県内に転入した場合で、①により県内へ転入前の

住所が確認できない場合は、県内へ転入前の住所が確認できる書類（住民票、運転免許証等の写し） 

 

注）申請内容（工事完了予定月、木材使用量、補助金申請額、国補助金等との併用の有無 等）が変更、

又は取下げとなった場合には、速やかにこの申込書を提出した農林事務所又は県産材流通課へ連絡

してください。 



様式第２号の１（交付申請書：県内新築タイプ） 

 受 付 番 号       

 受付年月日  

ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申込書 

兼補助金交付申請書(県内) 
申請日：  年  月  日 

  岐阜県知事 様 
 
 
 

 
 

 【申請者】〒 

住  所 

  

ふりがな 

氏  名 

連絡先(電話番号)  

岐阜県が実施する、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金実施要領（以下「要領」という。）

第６条第１項の規定に基づき、補助金交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

１ 住宅概要 

建築場所 
岐阜県          市 町 村 

                          

工事完了日 
    年    月    日 
＜工事完了日の定義＞ 

完了検査(建築基準法第７条第１項又は第７条の２第１項)が必要な建物は、検査済証交付日とします。 

完了検査が不要な建物は、工事完了報告書（様式第6号）等に記載された工事完了日とします。 

住宅の仕様 

木造  □ 平屋建て  □ ２階建て  □ ３階建て 

※該当するものに☑をつけてください 

延べ床面積（住宅の部分の面積）     ｍ2  

工事施工者名 

・住所 

・電話番号 

 

 

 

（問い合わせ先） 担当者：         （TEL:    -    -    ） 

２ 申請内容 

併用の有無(国補助金等) □ 併用あり  □ 併用なし 

移住定住枠 

□ 申し込む 
※工事完了時に県外に居住、又は申込年度の４月１日から遡り３年前の

４月１日以降に県外から県内に転入した場合、申し込み可能 

補助金申請額 
※併用なし(⑤＋⑥) 

※併用あり(⑤＋⑥)×0.55 
           円 ※1,000円未満切り捨て 

【内訳】当補助金の交付を受けようとする県産材使用量を記載し、補助金申請額を計算してください。 

①③の数量は小数点以下第 4 位まで表示(第 5 位以下四捨五入) 

②④⑥の数量は小数点以下第 1 位まで表示(第 2 位以下切り捨て) 

金額は1円未満切り捨て 

項   目 内  容 数量・金額 

①構造材 総使用量（A）   ｍ3 

②構造材 県産材率（B）÷（A） (県産材率80%以上であること)  ％ 

③構造材 性能表示材等使用量(B) ｍ3×20,000円/ｍ3  円 

④内装材 ぎふ証明材使用面積 ｍ2× 2,000円/ｍ2  円 

⑤金額 小計③＋④ 補助金上限額300,000円以内の額  円 

⑥内装材 性能表示材等使用面積 
ｍ2×   400円/ｍ2 
※加算額上限20,000円  円 

計（⑤＋⑥）  円 



３ 申請枠登録 □ 有  □ 無 

４ 誓約・同意事項 

【誓約事項】補助金申請にあたり、下記の事項を誓約します。 
・構造材、内装材に対する県の他の補助金又は利子補給と併用しないことを確認し、誓約します。 

・要領第３条の規定に定められた木材使用量以上県産材を使用することを誓約します。 

・要領第９条の規定により補助金交付申請後に現地確認の対象となった際は、現地確認立会い等県に 

全面的に協力することを誓約します。 

・国補助金等との併用の有無に偽りがないこと、また、これに変更があった場合は変更届を提出すること

を確認し、誓約します。 

【同意事項】補助住宅の申請にあたり、下記の事項に同意します。 

 ・本申請により県が入手する個人情報に関し、本補助事業の目的の範囲内で使用することに同意します。 

＜申請者＞                 
                                                       
   署名                         

５ 振込先口座 

金 融 機 関 名 預 金 種 別 金融機関コード 店 番 

銀行 
金庫 
組合 

※該当のものに☑を

つける 

□ 普通 

□ 当座 

□ その他 

（    ） 

 

       

口  座  番  号（右詰記入） 

支店 
支所 

出張所 
       

 
                         氏                          名 
 口座名義人通帳の名義を記入してください。カナの姓と名の間は１字空け、 
 濁点は１文字として記入してください。 

カ
ナ 

                

漢
字 

 

 

＜添付資料＞ 
※申請枠登録時の申込内容から変更がない場合、①確認申請書及び確認済証の写し、又は建築工事届の

写し②位置図、③平面図、⑨県内へ転入前の住所が確認できる書類は提出不要です。 
①（建築基準法第６条第１項に基づく申請が必要な住宅） 

同項の規定による確認申請書（第一面から第四面）及び確認済証若しくは同法第６条の２第１項の
規定による確認済証の写し 

（上記以外の住宅） 
建築基準法第１５条第１項の規定による建築工事届の写し 

②建築場所を示した位置図 
③各階の平面図 
④木材使用量計算書（様式第３号） 
⑤木材使用量計算書に記載された全ての構造材の使用が確認できる書類及び「性能表示材等」であるこ

とを証明する書類（例：納品書、出荷証明書等） 
⑥ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書（様式第５号） 
⑦工事完了日が確認できる書類 

（建築基準法第７条第１項又は第７条の２第１項の検査が必要な住宅） 
同法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の写し 

（上記以外の住宅） 
工事完了日が明記された書類 
（例: 工事完了報告書(様式第６号)、工事完了引渡証明書の写し等） 

⑧申請住宅が分譲住宅又は建売住宅の場合、売買契約書の写し 
⑨振込先口座が確認できる通帳等の写し（表紙と表紙の裏など、名義名「カタカナ」、口座番号、発行
支店名等が分かるページ） 
⑩振込先口座の名義が申請者と異なる場合、委任状（任意様式） 
⑪移住定住枠を申し込む場合、工事完了時に県外に居住、又は申請年度の４月１日から遡り３年前の４

月 1 日以降に県外から県内に転入した場合で、①により県内へ転入前の住所が確認できない場合は、
県内へ転入前の住所が確認できる書類（住民票、運転免許証等の写し） 

 



以下、内装材を補助金の対象として申請する場合のみ添付 
⑫内装材使用面積計算書（様式第４号） 
⑬内装木質化した箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、その寸法及び面積計算式（芯々で

計算）等を記載したもの 

⑭使用した木材が「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」であることを証明する書類 
（例：納品書、出荷証明書等） 



様式第２号の２（交付申請書：県外新築タイプ） 

 受 付 番 号      県外 

 受付年月日  

ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申込書 
兼補助金交付申請書(県外) 

申請日：  年  月  日 

  岐阜県知事 様 
 
 
 
 
 

 【申請者】〒 

住  所 

  

ふりがな 

氏  名 

連絡先(電話番号)  

岐阜県が実施する、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金実施要領（以下「要領」という。）

第６条第１項の規定に基づき、補助金交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

１ 住宅概要 

建築場所 
     県           市 町 村 

                          

工事完了日 

    年    月    日 
＜工事完了日の定義＞ 

完了検査(建築基準法第７条第１項又は第７条の２第１項)が必要な建物は、検査済証交付日とします。 

完了検査が不要な建物は、工事完了報告書（様式第6号）等に記載された工事完了日とします。 

住宅の仕様 

木造  □ 平屋建て  □ ２階建て  □ ３階建て 

※該当するものに☑をつけてください 

延べ床面積（住宅の部分の面積）     ｍ2 

工事施工者名 

・住所 

・電話番号 

 

 

 

（問い合わせ先） 担当者：         （TEL:    -    -    ） 

２ 申請内容 

併用の有無(国補助金等) □ 併用あり  □ 併用なし 

補助金申請額 
※併用なし(③＋④) 

※併用あり(③＋④)×0.55 
           円 ※1,000円未満切り捨て 

【内訳】当補助金の交付を受けようとする県産材使用量を記載し、補助金申請額を計算してください。 
①③の数量は小数点以下第 4 位まで表示(第 5 位以下四捨五入) 
②④の数量は小数点以下第1位まで表示(第2位以下切り捨て) 
金額は1円未満切り捨て 

項   目 内  容 数量・金額 

①構造材 総使用量（A）   m3 

②構造材 県産材率（B）÷（A） (県産材率80%以上であること)  ％ 

③構造材 性能表示材等使用量(B) ｍ3×20,000円/ｍ3  円 

④内装材 ぎふ証明材使用面積 ｍ2× 2,000円/ｍ2  円 

計（③＋④） 補助金上限額200,000円以内の額  円 



３ 申請枠登録 □ 有  □ 無 

４ 誓約・同意事項 

【誓約事項】補助金申請にあたり、下記の事項を誓約します。 

・構造材、内装材に対する県の他の補助金又は利子補給と併用しないことを確認し、誓約します。 

・要領第３条の規定に定められた木材使用量以上県産材を使用したことを誓約します。 

・要領第９条の規定により現地確認の対象となった際は、現地確認の立ち合い等県に全面的に協力する

ことを誓約します。 

・国補助金等との併用の有無に偽りがないこと、また、これに変更があった場合は変更届を提出するこ

とを確認し、誓約します。 

【同意事項】補助住宅の申請にあたり、下記の事項に同意します。 

 ・本申請により県が入手する個人情報に関し、本補助事業の目的の範囲内で使用することに同意します。 

＜申請者＞                                                      

   署名                         

５ 振込先口座 

金 融 機 関 名 預 金 種 別 金融機関コード 店 番 

銀行 

金庫 

組合 

※該当のものに☑

をつける 

□ 普通 

□ 当座 

□ その他 

（    ） 

 

       

口  座  番  号（右詰記入） 

支店 

支所 

出張所 

       

 

                         氏                          名 

 口座名義人通帳の名義を記入してください。カナの姓と名の間は１字空け、  
濁点は1文字として記入してください。 

カ
ナ 

                

漢
字 

 

 

＜添付資料＞ 
※申請枠登録時の申込内容から変更がない場合、①確認申請書及び確認済証の写し、又は建築工事届の

写し②位置図、③平面図は提出不要です。 
①（建築基準法第６条第１項に基づく申請が必要な住宅） 

同項の規定による確認申請書（第一面から第四面）及び確認済証若しくは同法第６条の２第１項の
規定による確認済証の写し 

（上記以外の住宅） 
建築基準法第１５条第１項の規定による建築工事届の写し 

②建築場所を示した位置図 
③各階の平面図 
④木材使用量計算書（様式第３号） 
⑤木材使用量計算書に記載された全ての構造材の使用が確認できる書類及び「性能表示材等」であるこ

とを証明する書類 
（例：納品書、出荷証明書等） 

⑥ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書（様式第５号） 
⑦工事完了日が確認できる書類 

（建築基準法第７条第１項又は第７条の２第１項の検査が必要な住宅） 
同法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の写し 

（上記以外の住宅） 
工事完了日が明記された書類 
（例: 工事完了報告書(様式第６号)、工事完了引渡証明書の写し等） 

⑧申請住宅が分譲住宅又は建売住宅の場合、売買契約書の写し 
⑨振込先口座が確認できる通帳等の写し（表紙と表紙の裏など、名義名「カタカナ」、口座番号、発行

支店名等が分かるページ） 
⑩振込先口座の名義が申請者と異なる場合、委任状（任意様式） 
⑪住宅を施工する工務店等が実施した見学会実施報告書（様式第１３号の１）又は広報実施報告書（様

式第１３号の２） 



 もしくは、見学会実施計画及び誓約書（様式第１３号の１）又は広報実施計画及び誓約書（様式第１
３号の２） 

 
以下、内装材を補助金の対象として申請する場合のみ添付 
⑫内装材使用面積計算書（様式第４号） 
⑬内装木質化した箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、その寸法及び面積計算式（芯々で

計算）等を記載したもの 
⑭内装材が「ぎふ証明材」であることを証明する書類 

（例：納品書、出荷証明書等）  



様式第２号の３（交付申請書：県内リノベーションタイプ） 

受 付 番 号      リ 

受付年月日  

ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申込書 

兼補助金交付申請書(リノベーション) 
申請日：  年  月  日 

岐阜県知事 様 
 
 
 

 
 

【申請者】〒 

住  所 

 

ふりがな 

氏  名 

連絡先(電話番号)  

岐阜県が実施する、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金実施要領（以下「要領」という。）

第６条第１項の規定に基づき、補助金交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

１ 住宅概要 

施工場所 
岐阜県          市 町 村 

                          

工事完了日 
    年    月    日 
＜工事完了日の定義＞ 

完了検査(建築基準法第７条第１項又は第７条の２第１項)が必要な建物は、検査済証交付日とします。 

完了検査が不要な建物は、工事完了報告書（様式第6号）等に記載された工事完了日とします。 

住宅の仕様 

□ 木造  □ 鉄骨  □ ＲⅭ造 

□ その他（     ） 

※該当するものに☑をつけてください 

工事施工者名 

・住所 

・電話番号 

 

 

 

（問い合わせ先） 担当者：         （TEL:    -    -    ） 

２ 申請内容 

併用の有無(国補助金等) □ 併用あり  □ 併用なし 

移住定住枠 
□ 申し込む 

※工事完了時に県外に居住、又は申込年度の４月１日から遡り３年前の４月１

日以降に県外から県内に転入した場合、申し込み可能 

補助金申請額 

※併用なし(⑥＋⑦) 

※併用あり(⑥＋⑦)×0.55 
           円 ※1,000円未満切り捨て 

【内訳】当補助金の交付を受けようとする県産材使用量を記載し、補助金申請額を計算してください。 
①②③④の数量は小数点以下第 4 位まで表示(第５位以下四捨五入) 
⑤⑦の数量は小数点以下第１位まで表示(第２位以下切り捨て) 
金額は１円未満切り捨て 

項   目 内  容 数量・金額 

①構造材 総使用量   ｍ3 

②構造材 性能表示材等使用量   ｍ3 

③準構造材 ぎふ証明材使用量   ｍ3 

④金額 小計②＋③ ｍ3×20,000円/ｍ3  円 

⑤内装材 ぎふ証明材使用面積 ｍ2× 2,000円/ｍ2  円 

⑥金額 小計④＋⑤ 補助金上限額140,000円以内の額  円 

⑦内装材 性能表示材等使用面積 
ｍ2×400円/ｍ2 

※加算額上限20,000円  円 

計（⑥＋⑦）  円 



岐阜県住宅リフォーム支援業費補助金の申請 

※有の場合、岐阜県住宅リフォーム支援業費補助金の補助対象経費から、当

補助金の額を減額すること 

□ 有  □ 無 

岐阜県空き家総合整備事業費補助金を活用して実施される市

町村の空き家の改修に係る補助金の申請 

※有の場合、岐阜県空き家総合整備事業費補助金を活用して実施される市町

村の空き家の改修に係る補助金の補助対象経費から、当補助金の補助対象

経費を減額すること 

□ 有  □ 無 

３ 誓約・同意事項 

【誓約事項】補助金申請にあたり、下記の事項を誓約します。 
・構造材、準構造材、内装材に対する県の他の補助金（ただし、岐阜県住宅リフォーム支援事業補助金を

活用して実施される市町村の空き家の改修に係る補助金及び岐阜県空き家総合整備事業費補助金を除く

）又は利子補給と併用しないことを確認し、誓約します。 

・要領第９条の規定により補助金交付申請後に現地確認の対象となった際は、現地確認立会い等県に 

全面的に協力することを誓約します。 

・国補助金等との併用の有無に偽りがないこと、また、これに変更があった場合は変更届を提出すること

を確認し、誓約します。 

【同意事項】補助住宅の申請にあたり、下記の事項に同意します。 

 ・本申請により県が入手する個人情報に関し、本補助事業の目的の範囲内で使用することに同意します。 

＜申請者＞  
 
   署名                         

４ 振込先口座 

金 融 機 関 名 預 金 種 別 金融機関コード 店 番 

銀行 
金庫 
組合 

※該当のものに☑を

つける 

□ 普通 

□ 当座 

□ その他 

（    ） 

 

       

口  座  番  号（右詰記入） 

支店 
支所 

出張所 
       

 
                         氏                          名 
口座名義人通帳の名義を記入してください。カナの姓と名の間を１字空け、濁点は１文字と
して記入してください。 

カ
ナ 

                

漢
字 

 

 

＜添付資料＞ 
①建築基準法第６条第１項に基づく申請が必要な住宅 

・同項の規定による確認申請書（第一面から第四面）及び確認済証若しくは同法第６条の２第１項の規
定による確認済証の写し 

建築基準法第１５条第１項に基づく届け出が必要な住宅 
・同項の規定による建築工事届の写し 

②施工場所を示した位置図 
③木材使用量計算書（様式第３号） 
④木材使用量計算書に記載された全ての構造材及び準構造材の使用が確認できる書類及び「性能表示材

等」又は「ぎふ証明材」であることを証明する書類（例：納品書、出荷証明書等） 
⑤ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書（様式第５号） 
⑥工事完了日が確認できる書類 

（建築基準法第７条第１項又は第７条の２第１項の検査が必要な住宅） 
同法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の写し 

（上記以外の住宅） 
工事完了日が明記された書類 
（例: 工事完了報告書(様式第６号)、工事完了引渡証明書の写し等） 

⑦申請住宅が分譲住宅又は建売住宅の場合、売買契約書の写し 
⑧振込先口座が確認できる通帳等の写し（表紙と表紙の裏など、名義名「カタカナ」、口座番号、発行

支店名等が分かるページ） 



⑨振込先口座の名義が申請者と異なる場合、委任状（任意様式） 
⑩移住定住枠を申し込む場合、工事完了時に県外に居住、又は申請年度の４月１日から遡り３年前の４

月 1 日以降に県外から県内に転入した場合で、①により県内へ転入前の住所が確認できない場合は、
県内へ転入前の住所が確認できる書類（住民票、運転免許証等の写し） 

⑪県が実施する「岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金」を併せて受ける場合、「岐阜県住宅リフォー
ム支援事業費補助金」の申請書の写し及び工事費内訳書の写し 

⑫県が実施する「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を活用して市町村が実施する空き家の改修に係
る補助金を併せて受ける場合、「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を活用して市町村が実施する
空き家の改修に係る補助金の申請書の写し及び工事費内訳書の写し 

 
以下、内装材を補助金の対象として申請する場合のみ添付 
⑬内装材使用面積計算書（様式第４号） 
⑭内装木質化した箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、その寸法及び面積計算式（芯々で

計算）等を記載したもの 

⑮使用した木材が「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」であることを証明する書類 
（例：納品書、出荷証明書等） 



様式第２号の４（交付申請書：県内改修タイプ） 

 受 付 番 号      改修 

 受付年月日  

ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申込書 
兼補助金交付申請書（改修） 

申請日：  年  月  日 

  岐阜県知事 様 
 
 
 
 

  【申請者】  〒 

住  所 

  

ふりがな 

氏  名 

  連絡先(電話番号) 

 岐阜県が実施する、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金実施要領（以下「要領」という。）

第６条第１項の規定に基づき、補助金交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

１ 住宅概要 

施工場所 
岐阜県          市 町 村 

                          

工事完了日 

    年    月    日 

＜工事完了日の定義＞ 

完了検査(建築基準法第７条第１項又は第７条の２第１項)が必要な建物は、検査済証交付日とします。 

完了検査が不要な建物は、工事完了報告書（様式第6号）等に記載された工事完了日とします。 

住宅の仕様 

□ 木造  □ 鉄骨  □ ＲＣ造 

□ その他（     ） 

※該当するものに☑をつけてください 

工事施工者名 

・住所 

・電話番号 

 

 

 
（問い合わせ先） 担当者：     （TEL:    -    -    ） 

２ 申請内容 

併用の有無(国補助金等) □ 併用あり  □ 併用なし 

移住定住枠 
□ 申し込む 

※工事完了時に県外に居住、又は申込年度の４月１日から遡り３年前の

４月１日以降に県外から県内に転入した場合、申し込み可能 

補助金申請額 
※併用なし(①＋②) 

※併用あり(①＋②)×0.55 

           円 ※1,000円未満り捨て 

項   目 内  容 数量・金額 

①内装材 ぎふ証明材使用面積 
ｍ2× 2,000 円/ｍ2 

※上限 140,000 円 
 円 

②内装材 性能表示材等使用面積 
ｍ2×   400円/ｍ2 

※加算額上限 20,000 円 
 円 

計（①＋②）  円 

岐阜県住宅リフォーム支援業費補助金の申請 
※有の場合、岐阜県住宅リフォーム支援業費補助金の補助対象経費から、

当補助金の額を減額すること 
□ 有  □ 無 

岐阜県空き家総合整備事業費補助金を活用して実施される

市町村の空き家の改修に係る補助金の申請 
※有の場合、岐阜県空き家総合整備事業費補助金を活用して実施される市

町村の空き家の改修に係る補助金の補助対象経費から、当補助金の補助

対象経費を減額すること 

□ 有  □ 無 



３ 誓約・同意事項 

【誓約事項】補助金申請にあたり、下記の事項を誓約します。 

・内装材に対する県の他の補助金（ただし、岐阜県住宅リフォーム支援事業補助金及び岐阜県空き家総合

整備事業費補助金を活用して実施される市町村の空き家の改修に係る補助金を除く）、又は利子補給と

は併用しないことを確認し、誓約します。 

・要領第９条の規定により現地確認の対象となった際は、現地確認の立ち合い等県に全面的に協力するこ

とを誓約します。 

・国補助金等との併用の有無に偽りがないこと、また、これに変更があった場合は変更届を提出すること

を確認し、誓約します。 

【同意事項】補助住宅の申請にあたり、下記の事項に同意します。 

 ・本申請により県が入手する個人情報に関し、本補助事業の目的の範囲内で使用することに同意します。 

 

＜申請者＞                 

                                                       
   署名                         

４ 振込先口座 

金 融 機 関 名 預 金 種 別 金融機関コード 店 番 

銀行 

金庫 

組合 

※該当のものに☑

をつける 

□ 普通 

□ 当座 

□ その他 

（    ） 

 

       

口  座  番  号（右詰記入） 

支店 

支所 

出張所 

       

 

                         氏                          名 

 口座名義人通帳の名義を記入してください。カナの姓と名の間は１字空け、 
濁点は1文字として記入してください。 

カ
ナ 

                

漢
字 

 

 

＜添付資料＞ 
①建築基準法第６条第１項に基づく申請が必要な住宅 

・同項の規定による確認申請書（第一面から第四面）及び確認済証若しくは同法第６条の２第１項の規
定による確認済証の写し 

 建築基準法第１５条第１項に基づく届け出が必要な住宅 
 ・同項の規定による建築工事届の写し 
②施工場所を示した位置図 
③内装材使用面積計算書（様式第４号） 
④内装木質化した箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、その寸法及び面積計算式（芯々で

計算）等を記載したもの 
⑤使用した木材が「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」であることを証明する書類 
（例：納品書、出荷証明書等） 
⑥ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書（様式第５号） 
⑦工事完了日が確認できる書類 

（建築基準法第７条第１項又は第７条の２第１項の検査が必要な住宅） 
同法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の写し 

（上記以外の住宅） 
工事完了日が明記された書類 
（例: 工事完了報告書(様式第６号)、工事完了引渡証明書の写し等） 

⑧振込先口座が確認できる通帳等の写し（表紙と表紙の裏などで、名義名「カタカナ」、口座番号、発
行支店名等が分かるページ） 

⑨振込先口座の名義が申請者と異なる場合、委任状（任意様式） 
⑩移住定住枠を申し込む場合、県外に居住、又は申請年度の４月１日から遡り３年前の４月 1 日以降に

県外から県内に転入した場合で、①により県内へ転入前の住所が確認できない場合は、県内へ転入前
の住所が確認できる書類（住民票、運転免許証等の写し） 

⑪県が実施する「岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金」を併せて受ける場合、「岐阜県住宅リフォー
ム支援事業費補助金」の申請書の写し及び工事費内訳書の写し 

⑫県が実施する「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を活用して市町村が実施する空き家の改修に係



る補助金を併せて受ける場合、「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を活用して市町村が実施する
空き家の改修に係る補助金の申請書の写し及び工事費内訳書の写し 

 



様式第３号（木材使用量計算書） 

木材使用量計算書 

 

事業タイプ 
※該当するものに☑ 

□ 県内新築タイプ  □ 県外新築タイプ   

□ 県内リノベーションタイプ 

申請者氏名  

 

部材 

名称 
樹種 

規 格 １本あ

たりの

材積 

(m3) 

 

数量 

 

(本) 

材 積(ｍ3) ぎふ証明材最終証明者 

 会社名・登録番号 

性能表示材等認定工場名・ 

番号又はセンター検査番号 厚さ 

 

(mm) 

幅 

 

(mm) 

長さ 

 

(mm) 

構造材のうち

県産材 

(性能表示材等) 

構造材のう

ち左記以外 

準構造材の

うち県産材  
JAS 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 

 

② ③ 

 

 

 

  

うちJAS製品使用量       

うち、ぎふ性能表示材使用量       

 

【補助条件の確認（県内新築タイプ・県外新築タイプ）】 

構造用木材総使用量（Ａ）                ①＋②＝    ｍ3 

県産材（性能表示材等）使用量（Ｂ）     ①＝    ｍ3 

県産材（性能表示材等）使用率の確認（Ｂ／Ａ） ＝    ％ ≧ ８０％  

【補助条件の確認（県内リノベーションタイプ）】 

準構造材のうち県産材使用量（Ⅽ）                                            ③＝     ｍ3 

県産材使用量（構造材における性能表示材等及び準構造材における県産材） ①＋③＝     ｍ3 

注）１ 県産材の証明となるもの（岐阜証明材推進制度による伝票の写し等）を５年間保管すること 

２ 材積は、１本あたりの材積について少数点以下第５位を四捨五入し第４位まで求め、１本あたりの材積に

数量（本数）を掛けたものを記載すること 

３ 補助要件（実施要領第３条に規定）に該当しない県産材は、左記以外欄に記入すること 

４ 部材名・樹種・規格が同じであっても「ぎふ性能表示材」と「JAS 製品」を混合して記載しないで、分け

て別の行に記載すること 

５ 性能表示材等が JAS 製品の場合は、性能表示材認定工場の JAS 欄に JAS 製品の区分を記入すること 

６ 県産材（性能表示材等）使用率（％）は、小数点以下２位を切り捨て第１位まで記載すること 

７ 丸太材の材積は、６ｍ未満は末口二乗法、６ｍ以上は下記の式により求めること  

材積＝((直径(cm)＋(L'-4)/2))2×長さ(m)×1/10000 ※L'は長さ(m)の整数部分 



様式第４号（内装材使用面積計算書） 

内装材使用面積計算書 

 

事業タイプ 
※該当するものに☑ 

□ 県内新築タイプ  □ 県外新築タイプ  □ 県内リノベー

ションタイプ  □ 県内改修タイプ 

申請者氏名  

 

部材 

名称 
樹種 

規格 
１本あ

たりの

面積 

(m2) 

 

数量 

 

(枚) 

内装材使用面積 

(ｍ2) ぎふ証明材最終

証明者 

会社名・登録番号 

性能表示材等認定工場名・認定

番号又はセンター検査番号 

使用箇所 

（該当箇所に○） 

厚さ 
(mm) 

幅 
(mm) 

長さ 
(mm) 

 うち、性能表示
材等加算面積 

(ｍ2) 

※加算の場合記載 JAS 床 壁 天 

井 

               

               

               

               

               

               

               

計 
① ②   

    

うち、JAS 製品使用面積     
    

うち、ぎふ性能表示材使用面積     
    

 

 

◆補助対象面積計算書 

 補助対象面積(ｍ2) 

① 内装材使用面積  

② ①のうち、性能表示材等加算面積  

注）１ 県産材の証明となるもの（岐阜証明材推進制度による伝票の写し等）を５年間保管すること 

  ２ 面積は、１本あたりの面積について小数点以下第３位を四捨五入して小数点第２位まで求め、１本あたり

の面積に数量（枚）を掛けたものを記載すること（第２位以下切り捨て） 

３ 部材名・樹種・規格が同じであっても「ぎふ性能表示材」と「JAS 製品」を混合して記載しないで、分け 

て別の行に記載すること 

４ 性能表示材等が JAS 製品の場合は、性能表材等認定工場の JAS 欄に JAS 製品の区分を記入すること 



様式第５号（住宅概要書） 

 

ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書 
 

事業タイプ 
※該当するものに☑ 

□ 県内新築タイプ  □ 県外新築タイプ   

□ 県内リノベーションタイプ  □ 県内改修タイプ 

申請者氏名  

 

 

１ 建築（施工）場所 

 

    県        市 町 村 

 

２ 添付写真（カラーのもの） ※該当するものに☑ 

 

（県内新築タイプ・県外新築タイプ） 

別添① 住宅全景写真（工事完了後のもの） 

２枚以上 

（別の角度から

撮影したもの） 

□ 

別添② 住宅内部写真（工事完了後のもの） ２枚以上 □ 

別添③ 
県産材使用状況が分かる構造材（梁、桁、柱、土台等）

の写真 

計４枚以上 

（各 1 枚以上） 
□ 

別添⑤ 
内装工事の着手前及び完了後の該当箇所の写真（内装材

の補助を申請する場合） 

計４枚以上 

（各２枚以上） 
□ 

 

（県内リノベーションタイプ） 

別添① 住宅全景写真（工事完了後のもの） ２枚以上 □ 

別添④ 
県産材使用状況が分かる構造材（梁、桁、柱、土台等）

及び準構造材（間柱、筋かい）の写真 

計２枚以上 

（各１枚以上） 
□ 

別添⑤ 
内装工事の着手前及び完了後の該当箇所の写真 

（内装材の補助を申請する場合） 

計４枚以上 

（各２枚以上） 
□ 

 

（県内改修タイプ） 

別添① 住宅全景写真（工事完了後のもの） ２枚以上 □ 

別添⑤ 内装工事の着手前及び完了後の該当箇所の写真 
計４枚以上 

（各２枚以上） 
□ 

 



様式第５号（住宅概要書）別添① 

 

（県内新築タイプ・県外新築タイプ・県内リノベーションタイプ・県内改修タイプ） 

①－１ 住宅全景写真（工事完了後のもの） 

 

①－２住宅全景写真（工事完了後のもの） 

 

 



様式第５号（住宅概要書）別添② 

 

（県内新築タイプ・県外新築タイプ） 

②－１ 住宅内部写真（工事完了後のもの） 部屋の名称： 

 

②－２ 住宅内部写真（工事完了後のもの） 部屋の名称： 

 

 



様式第５号（住宅概要書）別添③ 

 

（県内新築タイプ・県外新築タイプ） 

③－１ 県産材使用状況がわかる構造材（梁、

桁、柱、土台等）の写真 
構造材の名称： 

 

③－２ 県産材使用状況がわかる構造材（梁、

桁、柱、土台等）の写真 
構造材の名称： 

 

 

 



様式第５号（住宅概要書）別添③（続き） 

 

（県内新築タイプ・県外新築タイプ） 

③－３ 県産材使用状況がわかる構造材（梁、

桁、柱、土台等）の写真 
構造材の名称： 

 

③－４ 県産材使用状況がわかる構造材（梁、

桁、柱、土台等）の写真 
構造材の名称： 

 

 



様式第５号（住宅概要書）別添④ 

 

（県内リノベーションタイプ） 

④－１ 県産材使用状況がわかる構造材（梁、

桁、柱、土台等）及び準構造材（間柱、

筋かい）の写真 

構造材又は準構造材の名称： 

 

④－２ 県産材使用状況がわかる構造材（梁、

桁、柱、土台等）及び準構造材（間柱、

筋かい）の写真 

構造材又は準構造材の名称： 

 



様式第５号（住宅概要書）別添⑤ 

 

（県内新築タイプ・県外新築タイプ・県内リノベーションタイプ・県内改修タイプ） 

※県内新築タイプ、県外新築タイプ及び県内リノベーションタイプは、内装材の補助を申請

する場合 

⑤－１ 内装工事の着手前の該当箇所の写真 部屋の名称： 

 

⑤－１ 内装工事の着手後の該当箇所の写真  

 

 

 



様式第５号（住宅概要書）別添⑤（続き） 

 

（県内新築タイプ・県内リノベーションタイプ・県内改修タイプ） 

※県内新築タイプ、県外新築タイプ及び県内リノベーションタイプは、内装材の補助を申請

する場合 

⑤－２ 内装工事の着手前の該当箇所の写真 部屋の名称： 

 

⑤－２ 内装工事の着手後の該当箇所の写真  

 



様式第６号（工事完了報告書） 

 

工事完了報告書 
 

 年  月  日 

 

  岐阜県知事 様 

 

（申請者） 

 

               

 

 

   ぎふの木で家づくり支援事業（県内新築・県外新築・県内リノベーションタイプ・県内改

修タイプ）の申請住宅において、下記のとおり、施工工務店等による工事が完了したことを

報告します。 

 

 

 

    年  月  日 

（申請者） 

 

           様 

 

  【工事施工者（施工工務店等）】 

〒 

住 所 

会社名 

 代表者 

電話番号 

 

 下記のとおり住宅工事が完了したことを報告します。 

 

 

１ 施工場所 

 

 

 

２ 工事完了日 

 

 

 



様式第７号（申請者管理表） 

    年度ぎふの木で家づくり支援事業申請者管理表  （○○農林事務所） 

  ○年○月○日現在 

【県内新築タイプ】 

通 
番 

受付№ 

申請者 

移
住
枠
申
込 

建築場所 施工事業者 
国補助金 
併用の 
有無 

申請枠登録 工事完了日 交付申請日 
交付申請書 
受付日 

延床 
面積 

構造材の申請 内装材の申請 現地確認 

補助金額 
 

(円) 

氏名 〒 住所 電話番号   
有 
は 
１ 

  有は１ 
無は 0 

有 
は 
１ 

申請枠登録 
申込日 

申請枠登録 
申込書受付日 

 
※申込日と異
なる場合に記
入 

※申請枠登
録の場合、
完了予定年
月 
 

 ※交付申請日
と異なる場合
に記入 

(ｍ2) 構造用 
木材総 
使用量 
（ｍ3） 

性能表示材
等使用量 
(ｍ3) 

 

  県産材 
使用率 
(%) 

結 
果 

ぎふ 
証明材 
使用 
面積 
(ｍ2) 

性能 
表示材 
等使用 
面積 
(ｍ2) 

  結 
果 

実施日 結 
果 

うち、ぎふ
性能表示材

使用量 
(ｍ3) 

うち、JAS 製
品使用量 
(ｍ3) 

うち、 
ぎふ性
能表示
材使用
面積 
(ｍ2) 

うち、
JAS製品
使用面

積 
(ｍ2) 

 

例 〇01001 県流
けんりゅう

 太郎
た ろ う

 
501-○
○ 

岐阜県美濃市 
生櫛△△ 

XXX-XXXX 1 
岐阜県岐阜市 
薮 田 南 □ □
-XX 

(株)県流建設 
［中津川市］ 

0 1 
  ○○年 
6 月 1 日 

○○年 
6 月 2 日 

  ○○年 
11 月 1 日 

  ○○年 
11 月 10 日 

  ○○年 
11 月 12 日 

150.70 15.0153 12.1174 8.5432 3.5742 80.7 適 69.4 69.4 49.3 20.1 適 
○○年 

11 月 20 日 
適 320,000 

         
 

  
 

     
    

   
  

    

         
 

  
 

     
    

   
  

    

                  
 

   
 

      
     

      
  

      

 
【県内リノベーションタイプ・県内改修タイプ】 

通 
番 

受付№ 

申請者 

移
住
枠
申
込

施工場所 施工事業者 
国補助金 
併用の 
有無 

工事
完了
日 

交付申請
日 

交付申請書 
受付日 

住宅の仕様 
※該当するものに１ 

構造材の申請 
（リノベーションタイプのみ） 

内装材の申請 
改修工事個所 

※該当するもの
に１ 

リノベー
ションタ

イプ 

改修タ
イプ 

現地確認 

 
補助金額 

 
(円) 

 

氏名 〒 住所 電話番号  
有
は
１

※現住所と
異なる場合
に記入 

 有は１ 
無は 0 

  ※交付申請
日と異なる
場合に記入 

      構造用 
木材総 
使用量 
（ｍ3） 

性能表示材
等使用量 
(ｍ3) 

 

  準構造材ぎ
ふ証明材使

用量 
(m3) 

性能表示材
等・ぎふ証明
材使用量 

(m3) 

ぎふ 
証明材 
使用 
面積 
(ｍ2) 

     結 
果 

結
果 

実施日 結 
果 

 

木
造 

２ 
× 
４ 

プ
レ
ハ
ブ 

鉄
骨 

Ｒ
Ｃ
造 

そ
の
他 

うち、ぎふ
性能表示
材使用量 
(ｍ3) 

うち、JAS
製品使用

量 
(ｍ3) 

うち、 
ぎふ性能表
示材使用面

積 
(ｍ2) 

うち、JAS
製品使用面

積 
(ｍ2) 

 

床 壁 天
井 

  

例 リ○03001 県流
けんりゅう

 次郎
じ ろ う

 
503-○

○ 
岐阜県大垣市
△△ 

XXX-XXXX 1 
岐阜県揖斐
郡揖斐川町
上南 1-1 

(有)県流建
設 
［岐阜市］ 

0 

○○
年５
月５
日 

○○年５月
３０日 

○○年６月１
日 

1      5.0000 4.0000 3.0000 1.0000 2.0000 5.0000 20.0 5.0 0.0 1   適  
○○年 

６月 15 日 
適 84,000 

 

         
 

   
      

 
     

 
       

   
 

         
 

   
      

 
     

 
       

   
 

                  
 

   
      

 
      

  
       

    
 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（変更届） 

 

 

ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅内容変更届 

 

 

    年  月  日 

 

    岐阜県知事 様 

 

   

 

【申請者】 〒 

住  所 

  

ふりがな 

氏  名 

電話番号 

 

 

     年  月  日付けで提出したぎふの木で家づくり支援事業補助住宅（申請枠登録

申込書・申込書兼補助金交付申請書）について、下記のとおり内容を変更したいのでぎふの木

で家づくり支援事業費補助金実施要領第８条第１項及び第２項の規定により提出します。 

 

                                      記 

 

○変更の内容とその理由 

【国補助金等との併用の有無の変更】 

□ 国補助金等との併用「有り」→「無し」に変更 

□ 国補助金等との併用「無し」→「有り」に変更 

※該当するものに☑をつけてください 

 

【上記以外の変更】※申請枠登録申込書の内容変更の場合、補助金額が増となる場合のみ 

変 更 内 容 理 由 

  

 注）１ 申込書等に準じて変更部分の関係書類を提出してください。 



様式第９号（取り下げ書） 

 

 

ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申請取り下げ書 

 

 

    年  月  日 

 

    岐阜県知事 様 

 

 【申請者】〒 

住  所 

  

ふりがな 

氏  名 

電話番号 

 

     年  月  日付けで提出したぎふの木で家づくり支援事業補助住宅（申請枠登録

申込書・申込書兼補助金交付申請書）について下記の理由により取り下げたいのでぎふの木で

家づくり支援事業費補助金実施要領第８条第３項の規定により提出します。 

 

 

記 

 

取下げ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号（補助金交付決定通知書） 

 

県流第      号  

    年  月  日  

 

 

                        様 

 

 

岐阜県知事          

 

 

    年度ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の交付決定及び額の確定について 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金につい

ては、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号）第５条第１項、第１４条及び

ぎふの木で家づくり支援事業費補助金実施要領第１０条第２項の規定により、下記のとおり交

付することに決定し、額を確定したので通知します。 

                                    

                    記 

 

１  補助金交付の対象となる事業は、    年  月  日付けで申請のあった    年

度ぎふの木で家づくり支援事業とし、その内容は下記のほか、申請書に記載されているとお

りとします。 

 
事業タイプ：        タイプ 
（県内新築タイプ、県外新築タイプ、県内リノベーションタイプ、県内改修タイプを記載） 

 

２ 補助金の額は、次のとおりとします。 

 

    補助金の額：         円 

 

３  補助事業者は次に掲げる法令、通知等の定めに従ってください。 

 （１）岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号） 

 （２）岐阜県森林・林業対策事業補助金交付要綱（平成１８年４月１日付け林第７号林政部

   長通知） 

 （３）ぎふの木で家づくり支援事業費補助金実施要領（平成１９年３月２３日付け県流第５

０８号林政部長通知） 

 

４ 補助金交付の条件は、前記３に定めるもののほか、次のとおりとする。 

 知事は、補助事業者が交付決定に付した条件に違反した場合は、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことがあります。 

 

５ 補助事業者は、この事業に関する書類について、補助金が交付された翌年度から起算して

５年間保管してください。 



様式第１１号（補助住宅不採択通知書） 

 

県流第      号  

    年  月  日  

 

 

                        様 

 

 

岐阜県知事          

 

 

 

    年度ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅不採択について 

 

 

（抽選による不採択の場合） 

     年  月  日付けのぎふの木で家づくり支援事業補助住宅の申込について、抽選

の結果、補助住宅として不採択となりましたので通知します。 

 

（補助条件を満たしていない場合） 

     年  月  日付けのぎふの木で家づくり支援事業補助住宅の申込について、下記

の理由により補助住宅としての要件を満たしておらず、不採択となりましたので通知します。 

 

                   記 

 

 理 由： 



様式第１２号（補助住宅採択結果通知書） 

                                                              県流第     号 

    年  月  日 

 

 

 （農林事務所長） 様 

県産材流通課長 

 

補助住宅採択結果について 

 

     年度ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅採択結果について別紙一覧表のとおりと

なりましたので通知します。 

 

   



様式第１３号の１（見学会実施報告（計画）書） 
 

ぎふの木で家づくり支援事業（県外新築タイプ） 
見学会に関する実施報告書（実施計画及び誓約書） 

 

    年  月  日 
 

 岐阜県知事 様 

 

（申請者） 

 

             

 

   ぎふの木で家づくり支援事業（県外新築タイプ）で申請した住宅において、下記のとおり、

施工工務店等による見学会が実施（計画）されましたので報告します。 

 

    年  月  日 

 （申請者） 

 

            様 

  【見学会実施者（施工工務店等）】 

〒 

住 所 

会社名 

 代表者 

電話番号 
 

   ぎふの木で家づくり支援事業（県外新築タイプ）で貴殿が申請した下記の住宅において、

ぎふの木の家に関する見学会を下記のとおり計画し、岐阜県産材についてのＰＲを実施しま

したので報告します。（実施することを誓約します。） 

                                         記 

 

 

 １ 建築場所 
 

    都道府県     市町村              

２ 内容 
 □構造見学会   □完成見学会 

  ※該当するものに☑をしてください 

３ 実施（予定）日         年   月   日 

４ 見学会での 

岐阜県産材 

ＰＲ内容 

 □参加者への岐阜県産材についての説明 

 □岐阜県産材についてのポスター、のぼり等を設置 

 □岐阜県産材についてのチラシ等の配布 

 □その他（                     ） 

 ５ 見学会の 

広報内容 

 □ＤＭ（  名） □チラシ配布 □のぼり  

 □その他（                     ） 

６ 参加（予定）組数                  組 

※実績報告の場合は、見学会の概要が分かる書類（チラシ、参加者の様子や岐阜県産材についてのＰＲ実施

状況が分かる写真等）を２点以上添付すること 

※（交付申請書の提出時に PR 未実施の場合）当該年度の 3 月 15 日（閉庁日の場合はその直前の開庁日） 

までに実施報告書を提出すること 

 



様式第１３号の２（広報実施報告（計画）書） 
 

ぎふの木で家づくり支援事業（県外新築タイプ） 
広報に関する実施報告書（実施計画及び誓約書） 

 

    年  月  日 
 

  岐阜県知事 様 

 

（申請者） 

 

             

 

   ぎふの木で家づくり支援事業（県外新築タイプ）で申請した住宅において、下記のとおり、

施工工務店等による広報が実施（計画）されましたので報告します。 

 

    年  月  日 

  （申請者） 

            様 

  【広報実施者（施工工務店等）】 

〒 

住 所 

会社名 

 代表者 

電話番号 
 

   ぎふの木で家づくり支援事業（県外新築タイプ）で貴殿が申請した下記の住宅において、

ぎふの木の家に関する広報を下記のとおり計画し、岐阜県産材についてのＰＲを実施しまし

たので報告します。（実施することを誓約します。） 

記 

 

１ 建築場所     都道府県     市町村              

２ 広報媒体 
 □ホームページ        □SNS（          ） 

 □その他（        ） ※該当するものに☑をしてください 

３ 掲載内容 

下記の内容を全て掲載しました。（掲載することを誓約します。） 

□住宅の写真（施工中でも可） 

□「岐阜県産材を使った」旨の文言 

□「ぎふの木で家づくり支援事業を申請する」旨の文言 

※ホームページを活用した場合 

□県ホームページ（ぎふの木で家づくり支援事業トップページ）のリンク 

※SNSを活用した場合 

□「＃ぎふの木の家」のハッシュタグ 

４ 掲載（予定）日      年   月   日  

５ URL  

※掲載内容が分かる書類（ホームページ画面を印刷したもの等）を添付すること 
※特段の事情がない限り、掲載を当該年度の 3 月末日まで削除しないこと 
※（交付申請書の提出時に PR 未実施の場合）当該年度の 3 月 15 日（閉庁日の場合はその直前の開庁日）

までに実施報告書を提出すること 
 



様式第１４号（補助金交付請求書） 

 

 

ぎふの木で家づくり支援事業補助金交付請求書 

 

 

                                                             年   月   日 

    岐阜県知事 様 

 

  【申請者兼発行責任者】 

     〒 

住  所 

  

ふりがな 

氏  名 

電話番号 

 

     年  月  日付け県流第   号により補助金の交付決定及び額の確定通知が

あった    年度ぎふの木で家づくり支援事業費補助金として、下記金額を交付されるよう、 

ぎふの木で家づくり支援事業費補助金実施要領第１１条の規定により補助金交付請求します。 

 

 

記 

 

１ 事業タイプ      県内新築タイプ  県外新築タイプ 

 （該当するものに○） 

県内リノベーションタイプ  県内改修タイプ  
                                                                   

２ 県 補 助 金 額  金               円 

 


